
草丈

経過年

一年生の雑草が
優位

多年生の雑草が
優位

防草シート
芝桜など

定期的な草刈り
の実施で維持

草刈りが危険な箇所など
は、防草シート等で
雑草を少なく、抑制する

問題雑草を駆除

適材適所
場所を

選んで実施

適正な管理

多年生の植物が繁茂しているところは、一年生のイネ科雑草の植生優占にして、草刈り管理
急勾配な地形など、草刈りの手が回らないところは、防草シートやカバークロップ等の植生を抑える対策

本日の研修会を踏まえた雑草管理の考え方

県農村振興課からの情報提供
令和７年度

富山県多面的機能
支払推進研修会

これからの「草刈り」を見直そう！
今後、担い手への農地集積が進み、草刈り作業人員がさらに減少するため、草刈り作業の省力化
に加えて、非農家参加や共同作業化の拡大など新たな体制作りが必要。

これからの草刈りは、担い手への農地集積が進むことで、草刈りの作業人員はさらに減少。
地域の状況に応じた2つの対策が必要

草刈り作業の省力化草刈り作業の省力化
新たな体制づくり新たな体制づくり

草刈り隊など非農家等の活動参
加者の増加による草刈りの共同作
業化の拡大

傾斜用草刈機の導入
高刈りによる回数削減
防草シート等による草刈り面積の縮小
従来の刈払い機で、回数や時期を考慮

し、効果を最大化
根まで枯らさない除草剤と組み合わせ

広葉植物が多い場合などは、地面から5～10cmの高さで高刈りすれば、広葉植物の成
長点が残り広がることで、イネ科植物を抑制することが可能という実験結果がありま
す。イネ科植物が抑制されると、草丈が低く抑えられることで、草刈りが楽になります。

高刈り

【参考：兵庫県多面的機能発揮推進協議会資料】
（草刈り作業効率化技術の促進のために、R2～R5実施の事
業成果のまとめ）

構成員拡大に向けた交流の促進
（収穫体験、祭りなど参加しやすいイベント
から始める）

非農家など草刈り初心者向けの草
刈り講習会の開催

（草刈り作業に達成感があって楽しいとい
う都市住民もいる）

共同活動と別働の草刈り隊の編成
（通常の共同活動とは異なる交流が刺激
になる）



安全対策の徹底について
令和7年富山県高岡市内で、多面的機能支払の活動であった、ため池
の草刈り活動中に死亡事故が発生しています。

・草刈り活動中に、姿が見えなくなり、行方を捜した結果、ため池内に転落して
いるのが見つかる。

改めて「共同活動の
安全のしおり」を確
認！＆活動組織内
で周知！

必ず複数人で作業を
行う！

移動する際の声かけ、
周りの作業者の位置を

把握する

市町村へは、
事故の大小にかかわら
ず、多面関係はすべて

イベント保険、多面の活
動向けの保険の加入を、
損害保険も含め検討。

危険箇所で作業しなく
てもよい工夫、作業の
安全性を確保するため
の対策

ため池法肩に滑りにく
い防草シート施工など

油断せず、こまめな水
分補給や休憩。
作業時間に配慮。

土日祝日の作業が基本。
担当にすぐ連絡できない

場合も、
市町村役場に必ず連絡

特に死亡事故

事故発生後は、
速やかに消防、市町
村へ連絡！

熱中症予防・対策も

１

作業保険に加入しま
しょう。

対象農用地の状況を把握しましょう！
近年、対象農用地の誤った申請による過剰な交付が問題視されています。

田として交付されている農地が実際は畑であった事例

※これを防ぐため、活動組織の対象農用地の地主（土地持ち非農家を含む）に対しては、
①多面の対象農用地となっていること
②農振農用地の転用は、農振除外の手続きが必要であること
③計画期間の途中で農地転用した場合に、遡及返還が必要になること
について、十分に理解していただくよう周知、合意形成を図るようにしてください。

※畦畔が除去され、湛水機能がない農地は、田として申請できません。
登記簿上の地目とは関係ありません。

対象農用地として申請している農地が、建物が建っている、
駐車場になっている、樹木が生え森林化している、作業ヤードとなっている、道路と
なっているという事例

農振除外の手続きを踏まず、農地を宅地として利用している事例

パターン１

パターン２

パターン３

※見回りや点検作業の際に、対象農用地の位置や範囲を確認するようにしてください。

２



近年、不適切な事務処理の事案が発生しています。
改めて「円滑な組織運営のためのポイント」を確認しましょう。

適正な事務処理を徹底しましょう！

組織内の合意形成をしっかり行いましょう。
また活動組織のメンバーは世代交代していきます。
事務局の交代、新しい構成員の追加のタイミングは、
今一度活動組織の決まり・合意した内容を確認し直しましょう。

共同活動は合意形成が大事

活動に参加した個人に日当を支払い、領収のサインをもらいましょう。
構成団体の代表者に支払うことも可能ですが、各々の団体において団体内の個人の領収のサインを

もらいましょう。

日当の支払は個人へが基本

日当の支払い方、取り決めについても、組織内で合意形成し、しっかりと全構成員へ周知しましょう。

かつて合意した内容が新しい構成員には知らされておらず
トラブルになった例があります。

日当については、特にトラブルになりやすいため、十分に合意
形成を図るとともに適正にな会計を行うよう努めてください。

日当は必ず活動した個人へ支払う必要があります。団体としてまとめて団体に所属する個人に支払われる日当をまとめて
受領した場合でも、個人への支払いが必要です。（円滑な組織運営のポイント参照）
受領には、印鑑よりもフルネームのサインにて受領の証とすることが推奨されています。

３

多面交付金で機器等を購入した場合は、財産として管理する必要があります。

購入前に確認！
□ 多面的機能支払交付金の活動に必要なものか。
□ 活動が伴う購入か。
□ 購入する数量は必要以上となっていないか。
□ 機器等を購入する場合は、使用頻度や維持管理費等を考慮し購

入とリースの比較検討を行い、役員会等で合意形成が図れているか。
（購入した場合は、財産として管理すること（勝手に処分できない）、

目的外使用とならないよう留意することなども考慮）

購入時・後の留意点
□ 市町村が設定している見積徴収の基準（ルール）に則り見積をと

ること。（例 10万円以上は３者以上など）
□ 見積書、納品書、請求書、領収書が必要。
□ 購入した機器等は、財産管理台帳（備品台帳）に記載し、保管す

ること。
□ 多面的機能支払交付金の活動以外に使用、譲渡、貸付すること

はできません。

□ 購入した備品等を目的外使用、譲渡、廃棄、売却、または担保に
する場合は、事前に北陸農政局に申請を行い、交付金の返還が必要。

分類 具体例
処分
制限
期間

器
具
備
品

事務机、椅子、
キャビネット

机、椅子
書庫（金属製のもの）

15年

机、椅子
書庫（その他のもの）

8年

ラジオ、テレビ、
音響機器

プロジェクター、スク
リーン

5年

事務機器、通
信機器

パソコン 4年

プリンター 5年

光学機器、写
真制作機器

カメラ 5年

看板、啓発機
器

啓発用看板 3年

のぼり 5年

容器、金庫 プラスチックコンテナ
プランター

2年

その他のもの 防草シート
防風ネット

5年

機
械
装
置

農業用設備 草刈機、スパイダーモ
ア、チェーンソー、ポン
プ

7年

＜参考＞処分制限期間抜粋（備品・機械等）

※ ファイル、ボールペン、ホッチキス等の事務用品、用紙、インクカートリッジ等の消耗品、
機械の燃料、草刈機のチップソウなどは、財産管理台帳へ記載する必要はない。

※ 汎用性が高いものを購入する際には特に目的外使用とならないよう注意！！！

機器等を購入する前に！（財産管理、財産処分）４



【暫定】全活動組織向けアンケート結果

組織について

0

200

400

600

800

代表 会計 事務局

現役員の経験年数

1~5年目 6~10年目 11~15年目 16~20年目
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1
年

2
年

3
年

4
年

5
年

6
年

7
年

8
年

9
年

1
0
年

1
1
年

1
2
年

1
3
年

1
4
年

1
5
年

1
6
年

1
7
年

1
8
年

1
9
年

役員の任期

代表 会計 事務局

※ 役員は１～５年目が多い。

※ 役員の任期は、2年または5年としている
ところが多い。役員を複数人で短期間で交代
するスタイルもある。
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平均：

1,162円 銀行振込

350

28%

個人手渡し

714

57%

代表経由で手渡し

141

11%

その他

42

4%

日当の支払い方法

※ 銀行振込が1/4。個人手渡しは半分以上。※ 日当の平均は、1,100円/時間超。さらに大きい金額のところ
も多い。日当は活動参加の誘因ともなる。

実施時期：令和７年６月～７月
回収率： 1,096/1,151組織（子組織）＝約95％ ※広域組織内子組織も各々に回答

代表等になる人

がいない

305

28%

事務を行う人が

いない

497

46%

活動に参加する

ひとがいない

289

26%

（会計事務において）

最も不安なこと

できる

183

17%

できない

912

83%

他の組織の事務局業務を

引き受けることが可能ですか
したい

125

11%

金額次第で委託

したい

421

39%

したくない

549

50%

事務をを引き付けるところが

あれば外注（委託）したいですか

している

257

23%

していない

838

77%

環境保全活動を実施しているか

生物の環境整備

188

39%

ビオトープ整備

17

4%

生き物調査

99

21%

在来種等の放流

15

3%

その他

160

33%

環境保全活動の内容

取組について

※速報及び暫定値であるため、
最終的なとりまとめ結果と異なる
場合があります。ご了承ください。

ご回答いただいた組織の皆様ありがとうございました。

※引き受けることが
できる組織との連携
の可能性を模索。

※およそ半分の組織
は事務作業の委託の
可能性がある。

※特に事務を行う人
の不足が深刻。

※非農家の参加を促す
取組み検討の参考に。

活動組織の皆様へ
人口が減っていく今後の多面活動について、次

のような点を考えてみませんか。
• 多様な人材が関われるように、非農家も取組

みやすい環境保全活動等を積極的に取り入れ
る。

• 非農家にも自分事として保全活動を捉えてい
ただけるよう、多面PRの動画を紹介する。
（総会など）

• 草刈り等の共同実施について活動組織同士
で話し合う。 など

県としても、参考になる全国の事例の紹介や、
支援となる仕組みの導入を検討してまいります。


